
 

 

千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議の検討状況について 

 

 

  健康福祉部障害福祉事業課 

 

 

 

 

 

１ 会議の概要 

（１）構 成 員  利用者のご家族、保護者団体、指定管理者、障害児者施設、 

グループホーム、相談支援事業所、特別支援学校、児童相談所 

など障害のある方の支援に関わる幅広い関係者で構成（２４名） 

（２）検討事項 

①センターの今後に関すること 

②県内全域の強度行動障害者の支援システムの構築に関すること 

③県内全域の障害児の療育環境の体制づくりに関すること 

④その他必要な事項に関すること 

 

２ 開催状況  

  ・第１回会議 平成３０年１２月２７日 

  ・第２回会議 平成３１年 ２月 ５日 

  ・第３回会議 平成３１年 ３月１１日 

  ・第４回会議 平成３１年 ４月２２日 

  ・第５回会議 令和 元年 ５月３０日 

  ・第６回会議 令和 元年 ７月１６日 

 

３ 会議の検討状況  

  ○構成員の意見を踏まえた県内全域の支援体制イメージ図を作成   

   別添１ 強度行動障害のある方の支援体制イメージ図 

   別添２ 重度の障害児の支援体制イメージ図 

 

 

 

 

 

 

昨年８月の袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会の総括評価（答申）に沿って、

「袖ケ浦福祉センター検討会議」を昨年１２月に設置し、本年７月までに６回にわた

りセンターの今後のあり方や県内全域の強度行動障害の支援体制等について検討を 

行っている。 

 

資料５ 



※入所施設の強行対応ユニットは定員４～５名

※個々の利用者の状態にあった入所期間を設定

○日中サービス支援型グループホーム
例１　強度行動障害に対応したＧＨ

例２　医療的ケアに対応したＧＨ

※例１，２の各ユニットの定員は４～５名を想定

○強度行動障害対応型グループホーム（定員４～５名）

○グループホーム（サテライト型含む）

日中サービス支援型GH

入院中の方

これまでの意見を踏まえた強度行動障害のある方の支援のイメージ図
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◆ 千葉県の入所等調整機能 ◆
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別添１



・・・・・・・・

※強行対応ユニットは定員4，5名を想定

児童相談所

・・・

これまでの意見を踏まえた重度の障害児の支援のイメージ図

契約 措置養育困難児（入院・強行対応等）　

入所希望

措置入所待機中

（待機原因：強行等）

新規の施設整備

☆県内の福祉型障害児入所施設

・既存の民間施設においても、重度の強行に対応できるよう施設を改修
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